
イ
ギ
リ
ス
法
に
お
け
る
シ
ン
ジ
ケ
ー
ト
・
ロ
ー
ン
（
鬼
頭
）

（
八
五
三
）

イ
ギ
リ
ス
法
に
お
け
る
シ
ン
ジ
ケ
ー
ト
・
ロ
ー
ン

│
日
本
法
と
の
比
較
を
手
掛
か
り
に

│

鬼　
　

頭　
　

俊　
　

泰

1
．
は
じ
め
に

2
．
日
本
法
に
お
け
る
シ
ン
ジ
ケ
ー
ト
・
ロ
ー
ン
に
関
す
る
従
前
の
議
論

3
．
イ
ギ
リ
ス
法
に
お
け
る
シ
ン
ジ
ケ
ー
ト
・
ロ
ー
ン
に
関
す
る
議
論

4
．
検
討　

〜
イ
ギ
リ
ス
法
と
日
本
法
と
の
比
較
〜

5
．
結
び
に
代
え
て

論　

説
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（
八
五
四
）

日
本
法
学　

第
八
十
一
巻
第
四
号
（
二
〇
一
六
年
二
月
）

1
．
は
じ
め
に

本
稿
は
、
イ
ギ
リ
ス
法
に
お
け
る
シ
ン
ジ
ケ
ー
ト
・
ロ
ー
ン
（
以
下
、「
シ
・
ロ
ー
ン
」
と
い
う
。）
の
運
用
を
日
本
法
と
比
較
し
、
わ
が

国
に
お
け
る
シ
・
ロ
ー
ン
の
さ
ら
な
る
発
展
の
た
め
の
比
較
法
的
手
掛
か
り
を
得
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
（
1
）

。

シ
・
ロ
ー
ン
は
、
複
数
の
金
融
機
関
が
協
調
し
て
シ
ン
ジ
ケ
ー
ト
団
を
組
成
し
、
一
つ
の
契
約
書
に
基
づ
き
同
一
条
件
で
同
一
の
借
入

人
（borrow

er

）
に
対
し
て
融
資
を
行
う
た
め
の
手
法
で
あ
る
（
2
）

。
そ
の
た
め
、
シ
・
ロ
ー
ン
全
体
の
と
り
ま
と
め
を
行
う
ア
レ
ン
ジ
ャ
ー

（arranger

）
と
呼
ば
れ
る
金
融
機
関
が
必
要
と
な
る
（
3
）

。
た
だ
し
、
ア
レ
ン
ジ
ャ
ー
は
、
借
入
人
と
の
間
で
は
シ
・
ロ
ー
ン
を
組
成
す
る
に

あ
た
っ
て
委
任
ま
た
は
準
委
任
の
関
係
と
な
る
も
の
の
、
各
貸
付
人
と
の
間
に
は
特
段
の
契
約
関
係
は
発
生
し
な
い
と
さ
れ
て
い
る
（
4
）

。
つ

ま
り
、
参
加
を
検
討
し
て
い
る
金
融
機
関
は
、
適
宜
必
要
と
判
断
す
る
情
報
の
追
加
開
示
を
ア
レ
ン
ジ
ャ
ー
に
求
め
る
な
ど
し
た
う
え
で
、

ア
レ
ン
ジ
ャ
ー
か
ら
伝
達
さ
れ
た
情
報
を
基
に
、
自
己
の
責
任
で
シ
・
ロ
ー
ン
へ
の
参
加
決
定
を
行
う
こ
と
と
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、
業

法
に
よ
っ
て
雁
字
搦
め
に
規
制
さ
れ
て
い
る
金
融
業
界
に
あ
っ
て
、
シ
・
ロ
ー
ン
だ
け
が
あ
た
か
も
「
エ
ア
ポ
ケ
ッ
ト
」
の
よ
う
に
法
的

規
制
の
空
白
地
帯
と
な
っ
て
お
り
、
日
本
ロ
ー
ン
債
権
市
場
協
会
（JS

L
A

）
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
い
わ
ゆ
る
自
主
規
制
に
よ
っ
て
運

用
が
な
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
実
務
上
の
指
針
と
な
る
べ
き
国
内
裁
判
例
の
蓄
積
は
現
状
で
は
乏
し
く
、
解
明
す
べ
き
論
点
が
多
く
残
さ

れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

は
じ
め
に
、
シ
・
ロ
ー
ン
に
関
す
る
イ
ギ
リ
ス
法
の
運
用
状
況
に
つ
き
、
簡
単
に
説
明
し
て
お
き
た
い
。
イ
ギ
リ
ス
法
に
お
い
て
は
、

不
実
開
示
に
つ
き
、
裁
判
所
に
よ
る
救
済
が
困
難
で
あ
る
と
い
う
コ
モ
ン
ロ
ー
上
の
制
約
を
克
服
す
る
た
め
、
不
実
表
示
に
関
す
る
制
定

法
と
し
て
、
一
九
六
七
年
不
実
表
示
法
（M

isrepresentation A
ct 1967

）
が
整
備
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
近
時
の
イ
ギ
リ
ス
の
裁
判
例
を
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イ
ギ
リ
ス
法
に
お
け
る
シ
ン
ジ
ケ
ー
ト
・
ロ
ー
ン
（
鬼
頭
）

（
八
五
五
）

見
て
み
る
と
、
ア
レ
ン
ジ
ャ
ー
と
参
加
金
融
機
関
と
の
間
に
信
認
関
係
を
認
め
ず
、
も
っ
ぱ
ら
ア
レ
ン
ジ
ャ
ー
が
参
加
金
融
機
関
に
提
出

し
た
情
報
が
不
正
確
あ
る
い
は
誤
解
を
招
く
も
の
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
、
正
確
な
情
報
が
ア
レ
ン
ジ
ャ
ー
か
ら
提
供
さ
れ
て
い
れ
ば
参
加

金
融
機
関
は
参
加
し
て
い
た
か
ど
う
か
、
と
い
っ
た
点
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
イ
ギ
リ
ス
法
に
お
い
て
も
、
ア
レ
ン

ジ
ャ
ー
の
情
報
提
供
義
務
が
問
題
と
な
っ
て
お
り
、
ま
た
そ
こ
で
な
さ
れ
て
い
る
議
論
も
、
ア
レ
ン
ジ
ャ
ー
の
個
別
具
体
的
な
行
為
内
容

が
、
不
実
表
示
や
注
意
義
務
違
反
に
当
た
る
か
否
か
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
本
稿
は
、
こ
の
分
野
で
議
論
が
進
ん
で
い
る
イ
ギ
リ
ス
法
に
比
較
法
的
手
掛
か
り
を
求
め
、
同
国
法
に
お
け
る
シ
・
ロ
ー
ン

に
関
す
る
議
論
を
紹
介
し
た
上
、
日
本
法
と
比
較
し
、
わ
が
国
に
お
け
る
シ
・
ロ
ー
ン
の
さ
ら
な
る
発
展
の
た
め
の
比
較
法
的
手
掛
か
り

を
得
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

具
体
的
に
は
、
ア
レ
ン
ジ
ャ
ー
が
シ
・
ロ
ー
ン
を
組
成
す
る
に
あ
た
っ
て
、
ア
レ
ン
ジ
ャ
ー
と
借
入
人
・
各
貸
付
人
と
の
間
に
い
か
な

る
法
的
関
係
が
あ
る
か
（
又
は
な
い
か
）
等
を
み
た
上
、
前
述
し
た
法
的
規
制
の
「
空
白
」
を
い
か
に
し
て
埋
め
る
か
（
又
は
埋
め
な
い
か
）

に
つ
き
検
討
し
た
い
。

本
稿
の
検
討
の
具
体
的
手
順
に
つ
き
説
明
す
る
。
ま
ず
シ
・
ロ
ー
ン
の
意
義
と
概
要
を
踏
ま
え
つ
つ
、
わ
が
国
で
の
シ
・
ロ
ー
ン
に
お

け
る
ア
レ
ン
ジ
ャ
ー
の
責
任
に
関
す
る
議
論
状
況
に
つ
い
て
、
学
説
・
裁
判
例
を
中
心
に
交
通
整
理
を
行
い
た
い
。
つ
ぎ
に
、
イ
ギ
リ
ス

に
お
い
て
シ
・
ロ
ー
ン
が
ど
の
よ
う
に
運
用
さ
れ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
、
ア
レ
ン
ジ
ャ
ー
の
情
報
提
供
義
務
の
観
点
か
ら
検
討
を
加
え

た
い
。
そ
し
て
、
シ
・
ロ
ー
ン
に
お
け
る
ア
レ
ン
ジ
ャ
ー
の
情
報
提
供
義
務
に
つ
い
て
、
日
本
法
と
イ
ギ
リ
ス
法
と
の
比
較
を
手
掛
か
り

に
私
見
を
提
示
し
た
い
。
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（
八
五
六
）

日
本
法
学　

第
八
十
一
巻
第
四
号
（
二
〇
一
六
年
二
月
）

2
．
日
本
法
に
お
け
る
シ
ン
ジ
ケ
ー
ト
・
ロ
ー
ン
に
関
す
る
従
前
の
議
論

わ
が
国
に
お
い
て
、
シ
・
ロ
ー
ン
の
ア
レ
ン
ジ
ャ
ー
の
責
任
が
問
題
と
な
っ
た
公
刊
裁
判
例
は
以
下
に
掲
げ
る
二
件
の
み
で
あ
る
。

一
件
目
は
、
最
判
平
成
二
四
年
一
一
月
二
七
日
・
集
民
二
四
二
号
一
頁
（
5
）（

控
訴
審
：
名
古
屋
高
判
平
成
二
三
年
四
月
一
四
日
（
6
）

、
一
審
：
名
古
屋

地
判
平
成
二
二
年
三
月
二
六
日
（
7
）

）
で
あ
り
、
ア
レ
ン
ジ
ャ
ー
が
他
の
貸
付
人
に
対
し
、
信
義
則
上
の
情
報
提
供
義
務
を
負
う
か
否
か
が
問
題

と
な
っ
た
事
案
で
あ
る
。

同
事
案
は
、
ア
レ
ン
ジ
ャ
ー
で
あ
る
被
告
が
借
入
人
の
粉
飾
決
算
に
関
す
る
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
情
報
を
得
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
原
告

で
あ
る
参
加
金
融
機
関
ら
に
当
該
情
報
を
提
供
し
な
か
っ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
か
か
る
事
案
に
つ
き
、
最
高
裁
は
、
事
例
判
決
と
し

て
で
は
あ
る
が
、
ア
レ
ン
ジ
ャ
ー
の
参
加
金
融
機
関
に
対
す
る
信
義
則
上
の
情
報
提
供
義
務
を
肯
定
し
、
こ
の
義
務
に
違
反
し
て
情
報
を

提
供
し
な
か
っ
た
ア
レ
ン
ジ
ャ
ー
に
不
法
行
為
責
任
を
認
め
た
。

二
件
目
は
、
東
京
地
判
平
成
二
五
年
一
一
月
二
六
日
・
金
判
一
四
三
三
号
五
一
頁
（
8
）

で
あ
り
、
ア
レ
ン
ジ
ャ
ー
が
他
の
貸
付
人
に
対
し
、

融
資
前
提
情
報
調
査
確
認
義
務
お
よ
び
信
義
則
上
の
情
報
提
供
義
務
を
負
う
か
否
か
が
問
題
と
な
っ
た
事
案
で
あ
る
。

同
事
案
は
、
融
資
実
行
後
に
借
入
人
が
貸
付
前
に
提
出
し
て
い
た
資
料
が
偽
造
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
場
合
に
お
い
て
、

ア
レ
ン
ジ
ャ
ー
以
外
の
他
の
貸
付
人
ら
が
ア
レ
ン
ジ
ャ
ー
で
あ
る
被
告
に
対
し
、
貸
付
金
の
回
収
不
能
に
か
か
る
損
害
が
シ
・
ロ
ー
ン
の

ア
レ
ン
ジ
ャ
ー
（
ま
た
は
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
）
と
し
て
の
義
務
を
被
告
が
怠
っ
た
た
め
に
生
じ
た
も
の
で
あ
る
な
ど
と
主
張
し
て
、
主
位
的
に

債
務
不
履
行
、
予
備
的
に
不
法
行
為
に
も
と
づ
き
損
害
賠
償
を
求
め
た
も
の
で
あ
る
。
東
京
地
裁
は
、
詳
細
に
事
実
認
定
を
行
っ
た
う
え

で
、
ア
レ
ン
ジ
ャ
ー
が
融
資
前
提
情
報
調
査
確
認
義
務
を
一
般
的
に
負
っ
て
い
た
と
は
認
め
ず
、
ま
た
信
義
則
上
の
情
報
提
供
義
務
違
反
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イ
ギ
リ
ス
法
に
お
け
る
シ
ン
ジ
ケ
ー
ト
・
ロ
ー
ン
（
鬼
頭
）

（
八
五
七
）

に
つ
い
て
も
認
め
ず
、
ア
レ
ン
ジ
ャ
ー
の
不
法
行
為
責
任
を
認
め
な
か
っ
た
。

概
観
し
た
こ
れ
ら
二
つ
の
事
件
は
、
ア
レ
ン
ジ
ャ
ー
が
参
加
金
融
機
関
に
対
し
て
適
切
な
情
報
が
提
供
さ
れ
な
か
っ
た
、
と
い
う
点
で

共
通
す
る
。
し
か
し
、
前
者
は
必
要
情
報
を
知
っ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
の
提
供
自
体
が
無
か
っ
た
の
に
対
し
て
、
後
者
は
必
要
情

報
の
提
供
は
あ
っ
た
も
の
の
当
該
情
報
が
借
入
人
に
よ
っ
て
偽
造
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
こ
と
を
知
ら
ず
に
当
該
情
報
を
提
供
し
た
点
で
異

な
る
。

本
稿
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
、
借
入
人
と
ア
レ
ン
ジ
ャ
ー
と
の
間
で
は
、
シ
・
ロ
ー
ン
を
組
成
す
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
委
任
な
い
し

準
委
任
契
約
が
締
結
さ
れ
る
（
9
）

。
他
方
、
ア
レ
ン
ジ
ャ
ー
と
他
の
参
加
金
融
機
関
と
の
間
に
は
特
段
の
契
約
関
係
は
存
在
し
な
い
と
さ
れ
て

い
る
（
10
）

。
そ
の
た
め
、
ア
レ
ン
ジ
ャ
ー
が
他
の
参
加
金
融
機
関
に
対
し
て
融
資
に
必
要
な
借
入
人
の
情
報
を
提
供
す
る
義
務
を
負
う
の
か
否

か
が
問
題
と
な
る
。
シ
・
ロ
ー
ン
に
お
け
る
ア
レ
ン
ジ
ャ
ー
の
参
加
金
融
機
関
に
対
す
る
情
報
提
供
義
務
に
つ
い
て
は
、
学
説
上
様
々
な

見
解
が
述
べ
ら
れ
て
お
り
議
論
百
出
の
状
況
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
次
に
、
こ
う
し
た
状
況
を
整
理
し
た
い
。

ま
ず
、
ア
レ
ン
ジ
ャ
ー
と
参
加
金
融
機
関
と
の
間
に
契
約
関
係
あ
る
い
は
契
約
類
似
の
関
係
を
認
め
て
、
ア
レ
ン
ジ
ャ
ー
の
情
報
提
供

義
務
を
肯
定
的
に
捉
え
る
見
解
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、「
参
加
金
融
機
関
と
ア
レ
ン
ジ
ャ
ー
と
は
、
シ
ン
ジ
ケ
ー
ト
ロ
ー
ン
組
成
と
い
う

合
意
形
成
に
向
け
た
信
頼
関
係
の
下
に
接
触
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
…
…
契
約
責
任
と
構
成
す
る
の
が
妥
当
」
と
す
る
見
解
（
11
）

、「
シ

ン
ジ
ケ
ー
ト
ロ
ー
ン
契
約
成
立
に
よ
り
参
加
金
融
機
関
相
互
に
組
合
契
約
が
成
立
す
る
と
い
う
こ
と
を
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
す

る
見
解
（
12
）

、「
契
約
関
係
が
認
め
ら
れ
れ
ば
、
単
な
る
不
法
行
為
責
任
で
は
な
く
、
契
約
締
結
上
の
過
失
構
成
が
使
え
て
、
よ
り
妥
当
な
結

論
が
得
や
す
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
」
と
す
る
見
解
（
13
）

、「
シ
・
ロ
ー
ン
の
ア
レ
ン
ジ
ャ
ー
は
、
報
酬
請
求
権
を
前
提
に
信
認
義

務
を
負
担
す
る
商
事
仲
立
人
と
ま
で
は
言
え
な
い
と
し
て
も
、
民
事
仲
立
人
と
し
て
、
契
約
当
事
者
で
な
い
参
加
人
に
対
し
て
重
要
情
報

一
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（
八
五
八
）

日
本
法
学　

第
八
十
一
巻
第
四
号
（
二
〇
一
六
年
二
月
）

の
提
供
義
務
を
含
む
善
管
注
意
義
務
を
負
担
し
、
ア
レ
ン
ジ
ャ
ー
が
こ
れ
に
違
反
し
て
相
手
に
損
害
を
与
え
た
場
合
は
不
法
行
為
責
任
を

負
担
す
る
」
と
す
る
見
解
（
14
）

、「
シ
ン
ジ
ケ
ー
ト
ロ
ー
ン
契
約
を
組
合
契
約
」
で
あ
る
と
す
る
見
解
（
15
）

、「
い
わ
ば
、
債
務
者
と
履
行
補
助
者
の

関
係
と
同
様
に
、
契
約
主
体
で
あ
る
借
入
人
が
、
招
聘
金
融
機
関
と
消
費
貸
借
契
約
を
締
結
す
る
の
を
補
助
す
る
ア
レ
ン
ジ
ャ
ー
は
、
借

入
人
と
の
（
準
）
委
任
契
約
に
基
づ
い
て
果
た
す
べ
き
必
要
な
義
務
を
果
た
さ
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
参
加
金
融
機
関
に
損
害
を
与
え
る
場

合
に
、
直
接
の
契
約
関
係
に
な
い
招
聘
金
融
機
関
に
対
し
て
、
不
法
行
為
責
任
を
負
う
と
考
え
る
べ
き
」
と
す
る
見
解
（
16
）

な
ど
が
あ
る
（
17
）

。

そ
れ
に
対
し
て
判
例
、
す
な
わ
ち
最
判
平
成
二
四
年
一
一
月
二
七
日
﹇
田
原
裁
判
官
補
足
意
見
﹈
お
よ
び
下
級
審
判
決
）
な
ら
び
に
多

数
説
（
18
）

は
、
ア
レ
ン
ジ
ャ
ー
と
参
加
金
融
機
関
と
の
間
の
契
約
関
係
を
否
定
し
た
う
え
で
、
ア
レ
ン
ジ
ャ
ー
の
情
報
提
供
義
務
を
信
義
則
上

の
義
務
と
位
置
付
け
て
い
る
（
な
お
、
最
判
平
成
二
四
年
一
一
月
二
七
日
は
、
ア
レ
ン
ジ
ャ
ー
の
責
任
に
つ
い
て
一
般
的
な
基
準
を
示
す
こ
と
は
避
け
、

田
原
裁
判
官
の
補
足
意
見
に
お
い
て
ア
レ
ン
ジ
ャ
ー
と
シ
・
ロ
ー
ン
へ
の
参
加
を
希
望
す
る
金
融
機
関
と
の
間
に
は
、
契
約
関
係
が
存
在
し
な
い
と
述
べ

て
い
る
（
19
）

）。

こ
う
し
た
わ
が
国
に
お
け
る
多
く
の
学
説
・
判
例
の
態
度
は
、
あ
く
ま
で
ア
レ
ン
ジ
ャ
ー
と
参
加
金
融
機
関
と
の
間
に
は
直
接
の
契
約

関
係
が
な
い
こ
と
を
前
提
と
し
つ
つ
、
借
入
人
に
対
す
る
与
信
判
断
は
あ
く
ま
で
融
資
の
専
門
家
で
あ
る
各
金
融
機
関
が
個
別
に
行
う
べ

き
で
あ
る
と
し
て
い
る
と
評
価
で
き
る
（
20
）

。

こ
の
よ
う
に
、
そ
も
そ
も
わ
が
国
に
お
い
て
は
シ
・
ロ
ー
ン
に
お
け
る
ア
レ
ン
ジ
ャ
ー
の
責
任
が
争
わ
れ
た
裁
判
例
自
体
が
少
な
く
、

ま
た
、
シ
・
ロ
ー
ン
に
お
け
る
ア
レ
ン
ジ
ャ
ー
の
法
的
位
置
づ
け
が
明
確
で
あ
る
と
も
言
い
難
い
。
少
な
く
と
も
、
本
稿
で
取
り
上
げ
た

裁
判
例
は
一
貫
し
て
、
ア
レ
ン
ジ
ャ
ー
と
参
加
金
融
機
関
と
の
間
に
直
接
の
契
約
関
係
を
認
め
ず
、
不
法
行
為
法
上
の
情
報
提
供
義
務
の

み
を
認
め
て
い
る
。
た
だ
、
情
報
提
供
義
務
の
中
核
を
な
す
重
要
情
報
に
つ
い
て
は
一
定
の
枠
組
み
が
示
さ
れ
た
も
の
の
、
個
別
具
体
的

一
八
〇
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な
事
案
に
お
い
て
ア
レ
ン
ジ
ャ
ー
か
ら
提
供
さ
れ
た
情
報
が
重
要
情
報
に
該
当
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
や
は
り
不
透
明
性
が
残
る
う
え
、

学
説
上
、
シ
・
ロ
ー
ン
に
お
け
る
ア
レ
ン
ジ
ャ
ー
の
法
的
位
置
づ
け
に
つ
い
て
は
前
述
の
と
お
り
議
論
百
出
の
状
況
で
あ
り
、
結
論
が
固

ま
っ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
状
況
に
あ
る
。

他
方
、
本
稿
で
取
り
上
げ
た
わ
が
国
の
裁
判
例
に
お
い
て
い
ず
れ
も
認
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
重
要
情
報
の
不
提
供
に
よ

る
ア
レ
ン
ジ
ャ
ー
の
抜
け
駆
け
的
回
収
が
な
さ
れ
た
場
合
な
ど
、
ア
レ
ン
ジ
ャ
ー
の
有
す
る
秘
密
情
報
の
管
理
方
法
に
つ
い
て
も
検
討
・

対
応
の
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
（
21
）

。
参
加
金
融
機
関
へ
の
情
報
提
供
義
務
の
問
題
は
、
借
入
人
に
対
す
る
守
秘
義
務
の
問
題
と
表
裏
の
関

係
に
あ
る
た
め
、
借
入
人
の
利
益
（
す
な
わ
ち
、
情
報
を
外
部
に
漏
ら
さ
れ
な
い
）
を
重
視
す
る
立
場
と
、
参
加
金
融
機
関
の
利
益
（
す
な
わ

ち
、
シ
・
ロ
ー
ン
組
成
に
当
た
っ
て
必
要
な
重
要
情
報
を
受
領
す
る
）
を
重
視
す
る
立
場
と
で
、
提
供
す
べ
き
情
報
の
範
囲
に
つ
き
結
論
が
分
か

れ
る
こ
と
に
な
る
。
ア
レ
ン
ジ
ャ
ー
が
守
秘
義
務
を
盾
に
、
重
要
情
報
不
提
供
に
よ
る
抜
け
駆
け
的
回
収
を
行
う
こ
と
を
防
止
す
る
た
め

に
は
、
ア
レ
ン
ジ
ャ
ー
の
借
入
人
に
対
す
る
守
秘
義
務
の
存
在
を
否
定
し
た
上
で
提
供
さ
れ
る
べ
き
情
報
の
対
象
を
拡
げ
る
こ
と
が
必
要

と
な
る
。
も
っ
と
も
、
借
入
人
か
ら
の
守
秘
義
務
違
反
に
基
づ
く
訴
訟
提
起
リ
ス
ク
を
回
避
す
る
た
め
に
、
シ
・
ロ
ー
ン
契
約
の
中
に
ア

レ
ン
ジ
ャ
ー
か
ら
参
加
金
融
機
関
に
提
供
さ
れ
る
情
報
の
性
質
・
内
容
等
に
関
す
る
規
定
を
盛
り
込
む
こ
と
も
実
務
上
な
さ
れ
て
い
る
（
22
）

。

で
は
次
に
、
視
点
を
変
え
て
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
シ
・
ロ
ー
ン
が
ど
の
よ
う
に
運
用
さ
れ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
、
ア
レ
ン
ジ
ャ
ー

の
情
報
提
供
義
務
の
観
点
か
ら
検
討
を
加
え
た
い
。

3
．
イ
ギ
リ
ス
法
に
お
け
る
シ
ン
ジ
ケ
ー
ト
・
ロ
ー
ン
に
関
す
る
議
論

イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
も
わ
が
国
と
同
様
に
、
ア
レ
ン
ジ
ャ
ー
の
情
報
提
供
義
務
が
問
題
と
な
っ
て
お
り
、
そ
こ
で
は
借
入
人
の
破
た
ん

一
八
一



（
八
六
〇
）

日
本
法
学　

第
八
十
一
巻
第
四
号
（
二
〇
一
六
年
二
月
）

に
よ
っ
て
損
失
を
被
っ
た
シ
・
ロ
ー
ン
参
加
金
融
機
関
は
ア
レ
ン
ジ
ャ
ー
に
対
し
て
、
主
に
不
実
表
示
（m

isrepresentation

）、
注
意
義

務
違
反
（breach of the duty of care

）
そ
し
て
信
認
義
務
違
反
（breach of fi duciary duty

）
と
い
っ
た
理
由
で
責
任
が
追
及
さ
れ
て
い

る
（
23
）

。近
時
の
シ
・
ロ
ー
ン
に
関
す
る
イ
ギ
リ
ス
の
裁
判
例
に
お
い
て
、
ア
レ
ン
ジ
ャ
ー
の
参
加
金
融
機
関
に
対
す
る
信
認
義
務
は
認
め
ら
れ

て
い
な
い
が
、
ア
レ
ン
ジ
ャ
ー
と
参
加
金
融
機
関
と
の
間
に
信
認
関
係
が
存
在
す
る
場
合
や
信
認
義
務
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
よ
う
な
特
別

な
義
務
に
違
反
す
る
場
合
に
は
、
ア
レ
ン
ジ
ャ
ー
の
信
認
義
務
違
反
が
認
め
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
た
だ
、
ア
レ
ン
ジ
ャ
ー
の
信
認
義

務
に
つ
い
て
は
、
シ
・
ロ
ー
ン
取
引
が
独
立
当
事
者
間
（arm

’s-length

）
取
引
で
あ
る
こ
と
や
、
そ
も
そ
も
シ
・
ロ
ー
ン
市
場
が
ア
レ
ン

ジ
ャ
ー
に
信
認
義
務
が
課
さ
れ
る
こ
と
を
望
ん
で
い
な
い
こ
と
な
ど
を
理
由
に
否
定
す
る
見
解
が
有
力
で
あ
る
（
24
）

。

し
か
し
、
ア
レ
ン
ジ
ャ
ー
の
参
加
金
融
機
関
に
対
す
る
信
認
義
務
は
否
定
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
こ
と
が
ア
レ
ン
ジ
ャ
ー
の
参
加

金
融
機
関
に
対
す
る
情
報
提
供
義
務
の
存
在
を
否
定
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
ア
レ
ン
ジ
ャ
ー
は
、
参
加
金
融
機
関
に
対
し
て
提
供
し
た
情

報
が
虚
偽
で
あ
っ
た
場
合
や
参
加
金
融
機
関
が
当
該
情
報
を
信
頼
し
て
参
加
を
決
定
し
た
場
合
に
、
責
任
を
負
う
可
能
性
が
あ
る
か
ら
で

あ
る
（
25
）

。
そ
の
際
、
当
該
情
報
が
、
故
意
ま
た
は
過
失
に
よ
っ
て
参
加
金
融
機
関
に
対
し
て
提
供
さ
れ
た
場
合
、
ア
レ
ン
ジ
ャ
ー
に
対
し
て

損
害
賠
償
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

不
実
表
示
に
対
す
る
イ
ギ
リ
ス
の
コ
モ
ン
ロ
ー
上
の
対
応
に
つ
き
整
理
し
た
い
。
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
開
示
義
務
の
有
無
と
不
実
表
示
の

有
無
と
の
間
に
直
接
の
関
係
性
は
存
在
し
な
い
。
つ
ま
り
、
開
示
義
務
が
な
く
と
も
、
何
ら
か
の
誤
っ
た
表
示
を
す
れ
ば
不
実
表
示
と
し

て
責
任
追
及
さ
れ
る
可
能
性
が
発
生
す
る
こ
と
と
な
る
。
ま
た
、
不
実
表
示
自
体
は
、
基
本
的
に
契
約
法
の
枠
組
み
の
中
で
論
じ
ら
れ
る

も
の
の
、
不
実
表
示
に
よ
る
損
害
賠
償
責
任
の
性
質
は
不
法
行
為
責
任
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
う
え
で
表
示
を
す
る
者
の
対
応
に
よ
っ
て
、

一
八
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不
実
表
示
を
、
詐
欺
的
に
な
さ
れ
た
詐
欺
的
不
実
表
示
（fraudulent m

isrepresentation

）、
過
失
が
あ
っ
て
な
さ
れ
た
過
失
不
実
表
示

（negligent m
isrepresentation

）、
そ
し
て
過
失
な
く
不
実
表
示
が
な
さ
れ
た
善
意
不
実
表
示
（innocent m

isrepresentation

）
の
三
つ
に
区

分
し
て
い
る
。

詐
欺
的
不
実
表
示
お
よ
び
過
失
不
実
表
示
が
認
め
ら
れ
た
場
合
は
、
契
約
の
取
消
し
あ
る
い
は
損
害
賠
償
請
求
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
と

な
る
。
な
お
、
善
意
不
実
表
示
の
場
合
は
、
契
約
の
取
消
し
だ
け
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

そ
れ
ら
に
加
え
て
、
立
証
責
任
の
所
在
な
ど
を
理
由
に
裁
判
所
に
よ
る
救
済
が
困
難
で
あ
る
と
い
う
コ
モ
ン
ロ
ー
上
の
制
約
を
克
服
す

る
た
め
、
不
実
表
示
に
関
す
る
制
定
法
と
し
て
、
一
九
六
七
年
不
実
表
示
法
が
整
備
さ
れ
て
い
る
。
一
九
六
七
年
不
実
表
示
法
二
条
一
項

は
、
あ
る
者
が
契
約
の
相
手
方
に
よ
っ
て
不
実
表
示
が
な
さ
れ
た
後
に
契
約
を
結
び
、
そ
の
結
果
と
し
て
損
害
を
被
っ
た
と
き
は
、
そ
の

不
実
表
示
が
詐
欺
的
に
な
さ
れ
て
い
た
な
ら
ば
不
実
表
示
者
が
そ
れ
に
関
す
る
損
害
賠
償
の
責
任
を
負
っ
た
で
あ
ろ
う
場
合
に
、
不
実
表

示
者
は
、
契
約
締
結
時
ま
で
表
示
さ
れ
た
事
実
が
真
実
で
あ
る
と
信
じ
る
に
つ
き
合
理
的
な
理
由
を
持
ち
、
か
つ
、
現
実
に
そ
う
信
じ
て

い
た
こ
と
を
証
明
し
な
い
限
り
、
表
示
が
詐
欺
的
に
な
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
と
も
、
責
任
を
負
う
、
と
規
定
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
相

手
方
に
よ
る
不
実
表
示
（m
isrepresentation

）
が
な
さ
れ
た
後
に
契
約
を
締
結
し
、
そ
の
結
果
と
し
て
当
事
者
が
損
失
を
被
っ
た
場
合
、

当
該
不
実
表
示
が
詐
欺
的
に
な
さ
れ
た
も
の
で
な
く
と
も
、
相
手
方
は
、
契
約
締
結
の
際
に
真
実
が
表
示
さ
れ
て
い
る
と
信
ず
る
合
理
的

理
由
を
有
し
て
い
た
こ
と
を
立
証
し
な
い
限
り
、
賠
償
責
任
を
負
う
旨
を
規
定
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
同
法
三
条
は
、
契
約
が 

①

契
約
締
結
以
前
に
契
約
当
事
者
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
不
実
表
示
を
理
由
と
し
て
そ
の
当
事
者
が
負
う
か
も
し
れ
な
い
責
任
、
ま
た
は
、
②

そ
の
よ
う
な
不
実
表
示
を
理
由
と
し
て
契
約
の
相
手
方
が
利
用
し
う
る
救
済
手
段
を
排
除
ま
た
は
制
限
す
る
よ
う
な
条
項
を
含
ん
で
い
る

場
合
に
、
一
定
の
例
外
を
除
き
、
当
該
条
項
自
体
を
無
効
で
あ
る
と
規
定
し
て
い
る
。

一
八
三



（
八
六
二
）

日
本
法
学　

第
八
十
一
巻
第
四
号
（
二
〇
一
六
年
二
月
）

な
お
、
過
失
に
よ
る
不
実
表
示
に
関
す
る
一
般
的
な
ケ
ー
ス
に
お
い
て
は
、
ア
レ
ン
ジ
ャ
ー
が
参
加
金
融
機
関
の
要
請
に
従
っ
て
正
確

で
誤
解
を
招
か
な
い
情
報
を
提
供
し
な
け
れ
ば
注
意
義
務
も
問
題
と
な
る
（
26
）

。

次
に
、
シ
・
ロ
ー
ン
の
ア
レ
ン
ジ
ャ
ー
に
関
す
る
近
時
の
イ
ギ
リ
ス
の
裁
判
例
の
傾
向
を
見
て
み
る
と
、
ア
レ
ン
ジ
ャ
ー
と
参
加
金
融

機
関
と
の
間
に
信
認
関
係
を
認
め
ず
、
も
っ
ぱ
ら
ア
レ
ン
ジ
ャ
ー
が
参
加
金
融
機
関
に
提
出
し
た
情
報
が
不
正
確
あ
る
い
は
誤
解
を
招
く

も
の
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
、
正
確
な
情
報
が
ア
レ
ン
ジ
ャ
ー
か
ら
提
供
さ
れ
て
い
れ
ば
参
加
金
融
機
関
は
参
加
し
て
い
た
か
ど
う
か
、
と

い
っ
た
点
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
（
27
）

。
以
下
で
は
、
ア
レ
ン
ジ
ャ
ー
の
情
報
提
供
義
務
に
関
す
る
裁
判
例
に
焦
点
を
当
て
て

検
討
し
た
い
。

ま
ず
一
つ
目
はU

B
A
F
 L
td. v. E

uropean A
m
erican B

anking C
orp

事
件
（
28
）

で
あ
る
（
以
下
、「
①
事
件
」
と
い
う
。）。
①
事
件
は
、

ア
レ
ン
ジ
ャ
ー
で
あ
る
被
告
が
原
告
で
あ
る
船
会
社
に
対
し
て
二
つ
の
ロ
ー
ン
を
勧
誘
し
た
際
、
被
告
が
原
告
に
対
し
て
当
該
ロ
ー
ン
が

健
全
で
収
益
の
多
い
グ
ル
ー
プ
に
お
け
る
企
業
に
対
す
る
魅
力
的
な
融
資
で
あ
る
と
表
明
し
、
ま
た
原
告
も
そ
の
表
明
を
信
頼
し
て
い
た

と
こ
ろ
、
後
に
係
る
ロ
ー
ン
が
デ
フ
ォ
ル
ト
し
た
こ
と
を
受
け
、
一
九
六
七
年
不
実
表
示
法
二
条
一
項
に
よ
る
不
実
表
示
お
よ
び
過
失
あ

る
不
実
表
示
に
基
づ
き
原
告
が
被
告
に
対
し
て
損
害
賠
償
を
請
求
し
た
事
案
で
あ
る
。
裁
判
所
は
、
原
告
が
参
加
を
勧
誘
さ
れ
参
加
し
た

取
引
は
シ
・
ロ
ー
ン
へ
の
貢
献
で
あ
り
、
極
め
て
明
確
に
被
告
は
す
べ
て
の
他
の
参
加
人
の
た
め
受
任
者
の
資
格
で
行
動
し
て
い
た
と
し

て
、
あ
る
時
点
で
も
し
原
告
の
安
全
が
確
保
さ
れ
な
い
と
い
う
事
実
を
認
識
し
た
な
ら
ば
、
原
告
に
そ
の
事
実
を
伝
達
す
る
の
は
明
ら
か

に
被
告
の
義
務
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
状
態
を
放
置
し
続
け
る
こ
と
は
信
認
義
務
に
違
反
す
る
こ
と
と
な
る
と
判
示
し
た
。

次
に
二
つ
目
はS

um
itom
o B
ank L

td v. B
anque B

ruxelles L
am
bert S

A

事
件
（
29
）

で
あ
る
（
以
下
、「
②
事
件
」
と
い
う
。）。
②
事
件

は
、
原
告
で
あ
る
銀
行
が
、
ア
レ
ン
ジ
ャ
ー
で
あ
る
被
告
銀
行
の
招
聘
に
よ
っ
て
シ
・
ロ
ー
ン
に
参
加
し
、
不
動
産
ロ
ー
ン
損
失
補
償
保

一
八
四



イ
ギ
リ
ス
法
に
お
け
る
シ
ン
ジ
ケ
ー
ト
・
ロ
ー
ン
（
鬼
頭
）

（
八
六
三
）

険
（M

ortgage Indem
nity G

uarantee

）
を
つ
け
た
う
え
で
貸
し
付
け
た
と
こ
ろ
、
借
入
人
デ
フ
ォ
ル
ト
後
に
当
該
シ
・
ロ
ー
ン
組
成
額
が

そ
も
そ
も
補
償
対
象
額
を
超
え
て
い
た
こ
と
が
判
明
し
、
保
険
会
社
か
ら
の
支
払
い
を
原
告
が
拒
絶
さ
れ
た
た
め
、
ア
レ
ン
ジ
ャ
ー
で
あ

る
被
告
銀
行
に
対
し
損
害
賠
償
を
請
求
し
た
事
案
で
あ
る
。
裁
判
所
は
、
不
動
産
ロ
ー
ン
損
失
補
償
保
険
の
存
在
が
原
告
の
シ
・
ロ
ー
ン

参
加
決
定
に
つ
き
不
可
欠
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
認
め
、
被
告
が
招
聘
に
際
し
て
不
動
産
ロ
ー
ン
損
失
補
償
保
険
の
存
在
を
説
明
し
て

い
な
か
っ
た
こ
と
が
注
意
義
務
違
反
に
当
た
る
と
判
示
し
た
。

三
つ
目
はIF

E
 F
und S

A
 v. G

oldm
an S

achs International

事
件
（
30
）

で
あ
る
（
以
下
、「
③
事
件
」
と
い
う
。）。
③
事
件
は
、
投
資
フ
ァ

ン
ド
で
あ
る
原
告
が
、
フ
ラ
ン
ス
の
会
社
が
イ
ギ
リ
ス
の
会
社
の
買
収
の
一
環
と
し
て
発
行
し
た
債
券
へ
の
投
資
に
よ
っ
て
発
生
し
た
損

失
に
関
し
、
買
収
の
た
め
に
組
成
さ
れ
た
シ
・
ロ
ー
ン
の
ア
レ
ン
ジ
ャ
ー
で
あ
る
銀
行
に
対
し
て
、
不
当
表
示
や
過
失
あ
る
不
実
表
示
を

理
由
に
損
害
賠
償
を
請
求
し
た
事
案
で
あ
る
。
裁
判
所
は
、
被
告
が
提
供
し
た
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
・
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム
に
は
明
示
的
に

も
黙
示
的
に
も
情
報
の
正
確
性
に
つ
い
て
表
明
し
て
お
ら
ず
、
ま
た
、
明
示
的
ま
た
は
黙
示
的
な
情
報
開
示
義
務
を
被
告
に
課
す
こ
と
は

シ
・
ロ
ー
ン
市
場
関
係
者
が
そ
も
そ
も
念
頭
に
置
い
て
い
な
い
こ
と
な
ど
を
理
由
に
衡
平
で
な
い
と
し
た
。

最
後
に
四
つ
目
はR

aiff eisen Z
entralebank Ö

sterreich A
G
 v. R

oyal B
ank of S

cotland plc

事
件
（
31
）

で
あ
る
（
以
下
、「
④
事
件
」

と
い
う
。）。
④
事
件
は
、
原
告
も
参
加
し
て
組
成
さ
れ
た
一
〇
〇
〇
万
ユ
ー
ロ
の
シ
・
ロ
ー
ン
が
、
エ
ン
ロ
ン
の
デ
フ
ォ
ル
ト
に
伴
い
完

全
に
返
済
さ
れ
な
く
な
っ
た
と
こ
ろ
、
被
告
で
あ
る
銀
行
に
よ
る
不
実
表
示
に
も
と
づ
き
取
引
に
誘
わ
れ
た
と
し
て
、
か
か
る
被
告
銀
行

に
対
し
て
損
害
賠
償
を
請
求
し
た
事
案
で
あ
る
。
裁
判
所
は
、
原
告
が
主
張
す
る
よ
う
な
事
実
は
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
・
メ
モ
ラ
ン
ダ

ム
か
ら
黙
示
に
合
意
が
な
さ
れ
た
も
の
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
し
、
貸
し
手
は
、
契
約
上
、
不
実
表
示
ま
た
は
虚
偽
表
示
を
主
張

す
る
こ
と
が
禁
反
言
で
禁
じ
ら
れ
る
と
判
示
し
、
原
告
の
請
求
を
斥
け
た
。

一
八
五



（
八
六
四
）

日
本
法
学　

第
八
十
一
巻
第
四
号
（
二
〇
一
六
年
二
月
）

こ
の
よ
う
に
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
も
わ
が
国
と
同
様
に
、
ア
レ
ン
ジ
ャ
ー
の
情
報
提
供
義
務
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
そ
こ

で
な
さ
れ
て
い
る
議
論
も
、
ア
レ
ン
ジ
ャ
ー
の
シ
・
ロ
ー
ン
に
お
け
る
法
的
位
置
付
け
や
、
ア
レ
ン
ジ
ャ
ー
の
個
別
具
体
的
な
行
為
内
容

が
、
不
実
表
示
や
注
意
義
務
違
反
に
当
た
る
か
否
か
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

①
事
件
か
ら
④
事
件
ま
で
の
各
裁
判
例
の
う
ち
、
唯
一
①
事
件
だ
け
が
ア
レ
ン
ジ
ャ
ー
の
信
認
義
務
違
反
を
裁
判
所
に
よ
っ
て
認
め
ら

れ
て
い
る
。
た
だ
、
同
事
件
は
ア
レ
ン
ジ
ャ
ー
の
責
任
で
は
な
く
裁
判
管
轄
に
関
し
て
争
わ
れ
て
い
る
事
案
で
あ
る
こ
と
、
か
か
る
判
決

自
体
が
中
間
判
決
に
お
け
る
傍
論
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
こ
で
下
さ
れ
た
判
決
内
容
を
受
け
て
一
般
的
に
ア
レ
ン
ジ
ャ
ー
に
対
し
て
信
認

義
務
が
認
め
ら
れ
る
と
結
論
付
け
る
に
は
疑
義
が
残
る
。
現
在
の
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
裁
判
例
や
通
説
的
な
見
解
で
は
、
シ
・
ロ
ー
ン
に

お
け
る
ア
レ
ン
ジ
ャ
ー
と
他
の
参
加
金
融
機
関
と
の
間
の
関
係
は
、
独
立
当
事
者
間
の
契
約
上
の
合
意
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
た
め
、
か

か
る
関
係
に
基
づ
き
ア
レ
ン
ジ
ャ
ー
に
対
し
て
信
認
義
務
や
情
報
提
供
義
務
を
課
す
こ
と
に
否
定
的
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
（
32
）

。
つ
ま
り
、

シ
・
ロ
ー
ン
の
組
成
に
当
た
っ
て
当
事
者
間
で
締
結
さ
れ
た
契
約
の
文
言
に
よ
り
ア
レ
ン
ジ
ャ
ー
に
信
認
義
務
を
課
す
場
合
は
別
で
あ
る

が
、
ア
レ
ン
ジ
ャ
ー
と
い
う
地
位
か
ら
信
認
義
務
が
認
め
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
な
お
、
現
在
の
イ
ギ
リ
ス
の
契
約
書
作
成
実
務
に
お

い
て
は
、
契
約
の
中
に
「
他
者
の
受
託
者
と
し
て
（
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
あ
る
い
は
）
ア
レ
ン
ジ
ャ
ー
と
な
ら
な
い
」
と
い
う
文
言
が
記
載
さ
れ

て
い
る
（
33
）

。

次
に
②
事
件
は
、
ア
レ
ン
ジ
ャ
ー
が
シ
・
ロ
ー
ン
の
組
成
に
当
た
っ
て
義
務
を
引
き
受
け
て
お
り
、
ま
た
、
シ
・
ロ
ー
ン
に
参
加
し
た

金
融
機
関
が
ア
レ
ン
ジ
ャ
ー
を
信
頼
し
て
い
る
こ
と
を
ア
レ
ン
ジ
ャ
ー
自
身
が
知
っ
て
い
た
と
い
う
状
況
の
も
と
で
、
ア
レ
ン
ジ
ャ
ー
は

不
法
行
為
法
上
の
注
意
義
務
を
負
う
と
判
示
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
通
常
、
ア
レ
ン
ジ
ャ
ー
が
参
加
を
検
討
し
て
い
る
金
融
機
関
に
送
付

す
る
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
・
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム
に
対
し
て
は
情
報
の
正
確
性
等
、
責
任
を
引
き
受
け
る
と
い
う
こ
と
は
な
さ
れ
て
い
な
い

一
八
六



イ
ギ
リ
ス
法
に
お
け
る
シ
ン
ジ
ケ
ー
ト
・
ロ
ー
ン
（
鬼
頭
）

（
八
六
五
）

が
、
仮
に
同
事
件
の
よ
う
に
、
ア
レ
ン
ジ
ャ
ー
が
責
任
を
引
き
受
け
た
場
合
に
は
、
一
般
法
原
則
に
従
い
、
信
義
則
上
の
損
害
賠
償
義
務

が
発
生
す
る
こ
と
と
な
る
。
学
説
上
も
、
ア
レ
ン
ジ
ャ
ー
は
他
の
参
加
金
融
機
関
に
対
し
て
一
般
法
原
則
に
基
づ
き
注
意
義
務
を
負
っ
て

い
る
と
さ
れ
て
い
る
（
34
）

。

そ
し
て
、
③
事
件
お
よ
び
④
事
件
は
、
ア
レ
ン
ジ
ャ
ー
が
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
・
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム
を
、
参
加
を
検
討
し
て
い
る
金
融

機
関
に
送
付
す
る
際
に
、
誠
実
に
行
動
し
て
い
る
こ
と
（acting in good faith

）、
す
な
わ
ち
、
誤
解
を
招
く
こ
と
を
ア
レ
ン
ジ
ャ
ー
が
実

際
に
知
り
な
が
ら
同
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム
を
送
付
し
て
い
な
い
と
い
う
黙
示
の
表
明
が
あ
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
、
そ
れ
が
継
続
的
に
な
さ
れ
て

い
た
こ
と
、
つ
ま
り
ア
レ
ン
ジ
ャ
ー
が
そ
れ
ら
を
満
た
さ
な
い
こ
と
を
知
っ
た
場
合
に
だ
け
、
ミ
ス
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
な
情
報
で
あ
っ
た
旨

の
情
報
を
提
供
す
る
責
任
を
負
う
と
し
て
い
る
。

以
上
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
ア
レ
ン
ジ
ャ
ー
の
情
報
提
供
・
不
実
表
示
に
関
す
る
裁
判
例
と
関
連
す
る
学
説
を
整
理
し
た
。

4
．
検
討　

〜
イ
ギ
リ
ス
法
と
日
本
法
と
の
比
較
〜

こ
の
よ
う
に
、
日
本
・
イ
ギ
リ
ス
両
国
間
に
お
い
て
は
、
司
法
制
度
に
お
い
て
違
い
は
存
在
す
る
も
の
の
、
ア
レ
ン
ジ
ャ
ー
と
参
加
金

融
機
関
と
の
間
に
契
約
関
係
を
認
め
ず
、
借
入
人
と
各
金
融
機
関
と
の
間
に
個
別
の
契
約
関
係
が
発
生
す
る
と
す
る
シ
・
ロ
ー
ン
の
法
的

構
成
や
、
シ
・
ロ
ー
ン
の
組
成
・
実
行
の
際
に
な
さ
れ
た
個
別
具
体
的
な
ア
レ
ン
ジ
ャ
ー
の
行
為
が
、
不
実
表
示
や
注
意
義
務
違
反
に
当

た
る
か
否
か
に
よ
っ
て
ア
レ
ン
ジ
ャ
ー
の
法
的
責
任
を
判
定
す
る
と
い
う
点
で
共
通
す
る
。
と
り
わ
け
、
ア
レ
ン
ジ
ャ
ー
と
参
加
金
融
機

関
と
の
間
に
信
認
関
係
と
そ
れ
に
伴
う
信
認
義
務
に
つ
い
て
は
両
国
と
も
に
否
定
的
な
見
解
が
多
数
を
占
め
て
お
り
、
個
別
事
例
的
に
、

不
実
表
示
と
い
っ
た
ア
レ
ン
ジ
ャ
ー
の
不
法
行
為
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
一
般
法
原
則
に
基
づ
く
責
任
が
課
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、

一
八
七



（
八
六
六
）

日
本
法
学　

第
八
十
一
巻
第
四
号
（
二
〇
一
六
年
二
月
）

シ
・
ロ
ー
ン
に
お
け
る
ア
レ
ン
ジ
ャ
ー
の
法
的
責
任
に
関
す
る
イ
ギ
リ
ス
の
議
論
は
わ
が
国
の
議
論
に
と
っ
て
も
有
益
で
あ
り
、
場
合
に

よ
っ
て
は
影
響
を
与
え
得
る
も
の
で
あ
る
。

ま
ず
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
は
、
シ
・
ロ
ー
ン
の
ア
レ
ン
ジ
ャ
ー
と
い
う
資
格
に
基
づ
く
開
示
義
務
は
そ
も
そ
も
存
在
し
な
い
。
そ
れ

は
、
シ
・
ロ
ー
ン
契
約
の
貸
付
人
相
互
間
に
直
接
の
契
約
関
係
、
た
と
え
ば
組
合
契
約
を
当
事
者
間
で
認
め
て
い
な
い
こ
と
か
ら
も
明
ら

か
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
わ
が
国
に
お
い
て
も
同
じ
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
か
か
る
存
在
を
認
め
る
学
説
は
存
在

す
る
も
の
の
、
判
例
や
実
務
の
運
用
状
況
に
鑑
み
る
と
、
シ
・
ロ
ー
ン
契
約
に
お
け
る
貸
付
人
間
は
独
立
当
事
者
関
係
で
あ
り
、
個
別
に

借
入
人
と
の
間
で
融
資
の
た
め
の
金
銭
消
費
貸
借
契
約
が
締
結
さ
れ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
、
わ
が
国
に
お
い
て
は
、
裁
判
例
の
中
で

述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ア
レ
ン
ジ
ャ
ー
に
対
し
て
、
契
約
締
結
に
至
る
個
別
の
状
況
や
個
別
の
契
約
内
容
に
応
じ
て
、
信
義
則
に
基

づ
き
、
説
明
義
務
が
課
さ
れ
る
余
地
が
あ
る
と
し
て
い
る
点
で
、
開
示
義
務
が
基
本
的
に
な
い
と
す
る
イ
ギ
リ
ス
の
状
況
と
異
な
る
こ
と

と
な
る
。
つ
ま
り
、
ア
レ
ン
ジ
ャ
ー
に
対
す
る
基
本
的
ス
タ
ン
ス
と
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
法
に
お
い
て
は
作
為
の
不
法
行
為
を
問
題
と
し
て

い
る
の
に
対
し
て
、
日
本
法
で
は
不
作
為
の
不
法
行
為
に
ま
で
踏
み
込
ん
で
問
題
と
し
て
い
る
点
に
違
い
が
み
ら
れ
る
。

し
か
し
、
開
示
義
務
の
存
在
を
基
本
的
に
否
定
す
る
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
も
、
不
実
表
示
が
な
さ
れ
た
多
く
の
場
合
に
は
一
九
六
七
年

不
実
表
示
法
に
基
づ
い
て
過
失
に
よ
る
不
法
行
為
が
問
題
と
な
っ
て
お
り
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
不
法
行
為
法
に
よ
っ
て
問
題
を
解
決
し
て

い
る
点
で
わ
が
国
と
共
通
す
る
。

な
お
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
、
シ
・
ロ
ー
ン
の
ア
レ
ン
ジ
ャ
ー
に
契
約
の
締
結
や
契
約
条
件
の
確
定
の
た
め
に
有
用
な
情
報
を
積
極
的

に
明
ら
か
に
す
べ
き
と
す
る
情
報
提
供
義
務
が
課
さ
れ
て
い
な
い
理
由
に
、
融
資
の
プ
ロ
で
あ
る
金
融
機
関
の
間
で
の
契
約
で
あ
る
こ
と

も
影
響
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
結
局
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
シ
・
ロ
ー
ン
の
運
用
が
、
銀
行
間
の
合
意
（interbank agreem

ent

）
に

一
八
八



イ
ギ
リ
ス
法
に
お
け
る
シ
ン
ジ
ケ
ー
ト
・
ロ
ー
ン
（
鬼
頭
）

（
八
六
七
）

よ
っ
て
規
律
さ
れ
て
い
る
、
と
す
る
イ
ギ
リ
ス
国
内
の
指
摘
も
そ
の
証
左
と
な
ろ
う
（
35
）

。

ア
レ
ン
ジ
ャ
ー
と
参
加
を
検
討
し
て
い
る
金
融
機
関
と
の
間
に
契
約
関
係
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ア
レ
ン
ジ
ャ
ー
と
い
う
い
わ
ば

資
格
に
基
づ
い
て
情
報
提
供
義
務
を
一
律
に
認
め
る
と
い
う
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
不
法
行
為
法
に
よ
る
個
別
事
案
的
対
応
が
現
実
的
で

あ
る
。

5
．
結
び
に
代
え
て

本
稿
で
は
、
シ
・
ロ
ー
ン
に
お
け
る
ア
レ
ン
ジ
ャ
ー
の
法
的
責
任
に
つ
き
、
イ
ギ
リ
ス
法
を
手
掛
か
り
に
日
本
法
と
の
比
較
・
検
討
を

行
っ
た
。
た
だ
、
本
稿
の
問
題
意
識
は
、
本
稿
検
討
内
容
だ
け
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
本
稿
で
取
り
扱
っ
た
シ
・
ロ
ー
ン
は
、
要

す
る
に
複
数
の
融
資
を
一
つ
の
束
に
ま
と
め
る
た
め
の
仕
組
み
で
あ
る
。
同
様
の
仕
組
み
と
し
て
、
日
本
法
で
は
会
社
法
上
の
社
債
を
挙

げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
社
債
も
、
多
数
に
上
る
会
社
債
権
者
を
社
債
と
い
う
制
度
の
下
で
一
つ
に
ま
と
め
て
い
る
。
こ
う
し
た
デ
ッ
ト

フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
は
、
ま
と
ま
っ
た
資
金
の
調
達
を
可
能
と
す
る
一
方
で
、
一
旦
デ
フ
ォ
ル
ト
が
発
生
し
た
際
に
誰
が
責
任
を
と
る
の
か
・

あ
る
い
は
と
ら
な
い
の
か
、
を
法
的
に
（
あ
る
い
は
政
策
的
に
）
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
本
稿
で
取
り
扱
っ
た
シ
・
ロ
ー
ン
や
、
社

債
に
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
を
組
み
込
ん
だ
仕
組
債
な
ど
は
、
関
係
者
が
多
数
に
及
ぶ
だ
け
で
な
く
、
場
合
に
よ
っ
て
は
国
境
を
超
え
て
組
成
・

実
行
さ
れ
る
た
め
、
責
任
の
所
在
が
不
明
確
に
な
り
や
す
い
。
近
時
の
デ
ッ
ト
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
が
抱
え
る
こ
う
し
た
問
題
点
の
全
容
解
明

に
つ
い
て
は
、
他
日
を
期
す
こ
と
と
し
た
い
。

（
1
） 

日
本
法
で
の
、
シ
・
ロ
ー
ン
に
お
け
る
ア
レ
ン
ジ
ャ
ー
の
法
的
責
任
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
金
融
機
関
の
融
資
局
面
に
お
け
る
情
報
提
供
義
務

一
八
九



（
八
六
八
）

日
本
法
学　

第
八
十
一
巻
第
四
号
（
二
〇
一
六
年
二
月
）

に
関
す
る
一
考
察
」
日
本
法
学
八
〇
巻
一
号
（
二
〇
一
四
年
）
三
九
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
2
） 

菅
原
雅
晴
ほ
か
『
シ
ン
ジ
ケ
ー
ト
ロ
ー
ン
の
実
務
【
改
訂
版
】』（
金
融
財
政
事
情
研
究
会
、
二
〇
〇
七
年
）
二
五
頁
。

従
来
、
会
社
が
相
当
数
の
投
資
家
か
ら
負
債
（
デ
ッ
ト
）
に
よ
っ
て
資
金
を
調
達
す
る
場
合
は
、
社
債
の
発
行
が
一
つ
の
手
段
で
あ
っ
た
。
た
だ
、

社
債
と
比
べ
て
シ
・
ロ
ー
ン
は
、
基
本
的
に
相
対
の
契
約
関
係
で
あ
る
た
め
、
契
約
内
容
に
よ
っ
て
柔
軟
な
対
応
が
可
能
で
あ
り
、
社
債
の
場
合
の

よ
う
に
決
議
事
項
や
決
議
方
法
な
ど
に
つ
い
て
会
社
法
の
社
債
権
者
集
会
の
規
定
の
射
程
距
離
に
頭
を
悩
ま
す
こ
と
な
く
、
比
較
的
自
由
に
契
約
法

の
問
題
と
し
て
処
理
で
き
る
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
（
西
村
総
合
法
律
事
務
所
編
『
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
法
大
全　

下
』（
商
事
法
務
、
二
〇
〇
三
年
）

三
二
四
頁
〔
川
上
嘉
彦
ほ
か
〕）。
こ
れ
は
視
点
を
変
え
る
と
、
銀
行
と
証
券
と
の
棲
み
分
け
を
ど
の
よ
う
に
図
る
の
か
と
い
う
問
題
に
帰
着
す
る
。

鴻
常
夫
「
社
債
法
改
正
の
基
本
問
題
」『
社
債
法
の
諸
問
題
Ⅰ　

商
法
研
究
第
三
巻
』（
有
斐
閣
、
一
九
八
七
年
）
一
四
五
頁
で
は
、「
社
債
発
行
市

場
の
基
本
的
在
り
方
の
問
題
と
い
う
の
は
、
形
式
的
に
は
、
商
法
・
担
信
法
と
証
取
法
の
間
を
ど
の
よ
う
に
調
整
す
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
が
、

実
質
的
に
は
、
金
融
機
関
と
証
券
業
者
と
の
間
の
業
務
分
野
の
調
整
と
い
う
難
し
い
問
題
で
あ
る
。」
と
す
る
。
か
か
る
指
摘
を
近
時
の
状
況
に
置

き
換
え
る
と
、
銀
行
グ
ル
ー
プ
に
お
け
る
グ
ル
ー
プ
会
社
（
銀
行
お
よ
び
証
券
）
間
の
調
整
の
問
題
、
あ
る
い
は
商
業
銀
行
と
投
資
銀
行
の
違
い
の

問
題
、
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

本
稿
で
取
り
扱
う
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
も
、
シ
・
ロ
ー
ン
と
ユ
ー
ロ
ボ
ン
ド
市
場
と
の
間
に
強
い
歴
史
的
つ
な
が
り
が
指
摘
さ
れ
て
い
る

（J
O
A
N
N
A B

E
N
JA
M
IN, F

IN
A
N
C
IA
L L

A
W
, 185 (2013)

）。

（
3
） 

わ
が
国
で
は
シ
・
ロ
ー
ン
に
お
け
る
ア
レ
ン
ジ
ャ
ー
は
通
例
メ
イ
ン
バ
ン
ク
が
担
っ
て
い
る
。
シ
・
ロ
ー
ン
に
お
け
る
メ
イ
ン
バ
ン
ク
と
他
の

金
融
機
関
と
の
関
係
を
検
討
す
る
も
の
と
し
て
、
小
塚
荘
一
郎
「
わ
が
国
に
お
け
る
シ
ン
ジ
ケ
ー
ト
ロ
ー
ン
取
引
と
い
わ
ゆ
る
メ
イ
ン
バ
ン
ク
・
シ

ス
テ
ム
」
上
智
法
学
論
集
五
〇
巻
三
号
（
二
〇
〇
七
年
）
一
頁
が
あ
る
。
な
お
、
神
田
秀
樹
ほ
か
『
金
融
法
講
義
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
三
年
）

二
一
九
頁
は
、
シ
・
ロ
ー
ン
普
及
の
背
景
に
つ
き
、
メ
イ
ン
バ
ン
ク
制
度
に
よ
っ
て
発
生
し
た
過
度
の
与
信
集
中
を
避
け
る
た
め
の
リ
ス
ク
シ
ェ
ア

リ
ン
グ
機
能
で
あ
る
と
し
、
債
権
回
収
不
能
リ
ス
ク
を
分
散
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
点
や
、
拠
点
の
な
い
地
域
の
借
入
人
に
対
し
て
も
貸
付
け
を

行
う
こ
と
が
で
き
る
点
な
ど
を
メ
リ
ッ
ト
と
し
て
指
摘
す
る
。

イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
は
、
幹
事
銀
行
（lead bank

）
の
主
導
の
下
で
シ
・
ロ
ー
ン
が
組
成
さ
れ
て
お
り
、
巨
額
融
資
の
た
め
に
活
用
さ
れ
て
い

一
九
〇



イ
ギ
リ
ス
法
に
お
け
る
シ
ン
ジ
ケ
ー
ト
・
ロ
ー
ン
（
鬼
頭
）

（
八
六
九
）

る
こ
と
、
融
資
に
関
す
る
リ
ス
ク
や
リ
タ
ー
ン
を
シ
・
ロ
ー
ン
参
加
金
融
機
関
内
で
シ
ェ
ア
で
き
る
こ
と
な
ど
が
シ
・
ロ
ー
ン
の
メ
リ
ッ
ト
と
し
て

日
本
と
同
様
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
（P

H
IL
IP R
. W

O
O
D, IN

T
E
R
N
A
T
IO
N
A
L L

O
A
N
S, B

O
N
D
S A

N
D S

E
C
U
R
IT
IE
S R

E
G
U
L
A
T
IO
N, 5 (1995) ; J

O
A
N
N
A 

B
E
N
JA
M
IN, su

pra note 2, 161

）。

（
4
） 
日
本
ロ
ー
ン
債
権
市
場
協
会
（JS

L
A

）「
ロ
ー
ン
・
シ
ン
ジ
ケ
ー
シ
ョ
ン
取
引
に
お
け
る
行
為
規
範
」（
二
〇
〇
三
年
）
四
頁
。
原
文
に
つ
い

て
は
、
日
本
ロ
ー
ン
債
権
市
場
協
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
内https://w
w
w
.jsla.org/ud0200.php

に
て
公
開
さ
れ
て
い
る
。

（
5
） 

最
判
平
成
二
四
年
一
一
月
二
七
日
を
評
釈
す
る
も
の
と
し
て
、
川
口
恭
弘
「
シ
ン
ジ
ケ
ー
ト
・
ロ
ー
ン
に
お
け
る
ア
レ
ン
ジ
ャ
ー
の
情
報
提
供

義
務
」
民
商
一
四
八
巻
一
号
（
二
〇
一
三
年
）
九
六
頁
、
道
垣
内
弘
人
「
シ
ン
ジ
ケ
ー
ト
・
ロ
ー
ン
に
お
け
る
ア
レ
ン
ジ
ャ
ー
の
情
報
提
供
義
務
」

リ
マ
ー
ク
ス
四
八
号
（
二
〇
一
四
年
）
六
頁
、
奈
良
輝
久
「
金
融
機
関
Y
を
い
わ
ゆ
る
ア
レ
ン
ジ
ャ
ー
と
す
る
シ
ン
ジ
ケ
ー
ト
ロ
ー
ン
へ
の
参
加
の

招
聘
に
応
じ
た
金
融
機
関
ら
に
対
し
、
Y
が
信
義
則
上
の
情
報
提
供
義
務
を
負
う
と
さ
れ
た
事
例
」
金
判
一
四
二
六
号
（
二
〇
一
四
年
）
八
頁
、
早

川
結
人
「
シ
ン
ジ
ケ
ー
ト
ロ
ー
ン
に
お
け
る
ア
レ
ン
ジ
ャ
ー
の
参
加
金
融
機
関
に
対
す
る
情
報
提
供
責
任
：
最
三
判
平
成
二
四
年
一
一
月
二
七
日
を

契
機
と
し
て
」
名
古
屋
大
学
法
制
論
集
二
五
四
号
（
二
〇
一
四
年
）
六
二
九
頁
、
本
多
正
樹
「
シ
ン
ジ
ケ
ー
ト
ロ
ー
ン
の
参
加
金
融
機
関
に
対
す
る

ア
レ
ン
ジ
ャ
ー
の
情
報
提
供
義
務
違
反
が
認
め
ら
れ
た
事
例
」
金
法
一
九
七
七
号
（
二
〇
一
三
年
）
一
八
頁
、
松
浦
聖
子
「
シ
ン
ジ
ケ
ー
ト
ロ
ー
ン

に
お
け
る
情
報
提
供
義
務
違
反
と
不
法
行
為
責
任
」
法
セ
七
〇
二
号
（
二
〇
一
三
年
）
一
一
〇
頁
、
三
宅
雅
之
「
シ
ン
ジ
ケ
ー
ト
・
ロ
ー
ン
に
お
け

る
ア
レ
ン
ジ
ャ
ー
の
信
義
則
上
の
情
報
提
供
義
務
」
銀
行
実
務
四
三
巻
四
号
（
二
〇
一
三
年
）
九
六
頁
、
森
下
哲
朗
「
シ
ン
ジ
ケ
ー
ト
ロ
ー
ン
に
お

け
る
ア
レ
ン
ジ
ャ
ー
の
責
任
に
関
す
る
最
高
裁
判
決
」
金
法
一
九
六
八
号
（
二
〇
一
三
年
）
六
頁
、
が
あ
る
。

（
6
） 

名
古
屋
高
判
平
成
二
三
年
四
月
一
四
日
を
評
釈
す
る
も
の
と
し
て
、
大
垣
尚
司
「
情
報
提
供
に
係
る
注
意
義
務
の
内
容
を
規
定
す
る
要
素
」
金

法
一
九
二
一
号
（
二
〇
一
一
年
）
五
八
頁
、
大
西
義
朗
ほ
か
「＜
座
談
会＞

ア
レ
ン
ジ
ャ
ー
の
情
報
提
供
義
務
と
今
後
の
実
務
影
響
：
名
古
屋
高
裁

シ
・
ロ
ー
ン
判
決
を
契
機
と
し
て
」
金
法
一
九
二
五
号
（
二
〇
一
一
年
）
三
四
頁
、
拙
稿
「
シ
ン
ジ
ケ
ー
ト
・
ロ
ー
ン
に
よ
る
融
資
を
受
け
た
借
入

人
が
経
営
破
た
ん
し
て
融
資
金
の
返
済
が
不
能
と
な
っ
た
場
合
に
お
い
て
当
該
シ
ン
ジ
ケ
ー
ト
・
ロ
ー
ン
の
ア
レ
ン
ジ
ャ
ー
が
そ
の
招
聘
に
応
じ
て

シ
ン
ジ
ケ
ー
ト
・
ロ
ー
ン
を
組
成
し
た
貸
付
人
に
対
し
て
不
法
行
為
責
任
を
負
う
と
さ
れ
た
事
例
」
税
経
通
信
六
七
巻
一
二
号
（
二
〇
一
二
年
）

一
九
九
頁
、
小
塚
荘
一
郎
「
ア
レ
ン
ジ
ャ
ー
の
責
任
に
関
す
る
理
論
と
あ
て
は
め
と
政
策
論
」
金
法
一
九
二
五
号
（
二
〇
一
一
年
）
二
五
頁
、
髙
部

一
九
一



（
八
七
〇
）

日
本
法
学　

第
八
十
一
巻
第
四
号
（
二
〇
一
六
年
二
月
）

眞
規
子
「
ア
レ
ン
ジ
ャ
ー
の
シ
ン
ジ
ケ
ー
ト
ロ
ー
ン
参
加
金
融
機
関
に
対
す
る
情
報
提
供
義
務
（
上
）（
下
）」
金
法
一
九
三
四
号
（
二
〇
一
一
年
）

三
二
頁
、
一
九
三
五
号
（
同
年
）
八
八
頁
、
松
田
和
之
「
シ
・
ロ
ー
ン
に
お
け
る
ア
レ
ン
ジ
ャ
ー
の
情
報
提
供
責
任
：
名
古
屋
高
判
平

二
三
・
四
・
一
四
を
契
機
と
し
て
」
金
法
一
九
二
五
号
（
二
〇
一
一
年
）
六
二
頁
、
森
下
哲
朗
「
シ
ン
ジ
ケ
ー
ト
ロ
ー
ン
に
お
け
る
ア
レ
ン
ジ
ャ
ー

の
責
任
」
銀
法
五
五
巻
八
号
（
二
〇
一
一
年
）
五
頁
、
吉
田
光
碩
「
シ
ン
ジ
ケ
ー
ト
ロ
ー
ン
に
よ
り
融
資
を
受
け
た
会
社
の
破
た
ん
と
ロ
ー
ン
を
組

成
し
た
参
加
金
融
機
関
に
対
す
る
ア
レ
ン
ジ
ャ
ー
の
不
法
行
為
責
任
」
リ
マ
ー
ク
ス
四
六
号
（
二
〇
一
三
年
）
六
六
頁
、
渡
辺
達
徳
「
シ
ン
ジ
ケ
ー

ト
ロ
ー
ン
を
招
聘
し
た
ア
レ
ン
ジ
ャ
ー
が
参
加
金
融
機
関
に
対
し
て
負
う
情
報
提
供
義
務
」
金
法
一
九
二
九
号
（
二
〇
一
一
年
）
一
八
頁
、
が
あ
る
。

（
7
） 

名
古
屋
地
判
平
成
二
二
年
三
月
二
六
日
を
評
釈
す
る
も
の
と
し
て
、
大
上
良
介
「
シ
ン
ジ
ケ
ー
ト
ロ
ー
ン
に
お
け
る
ア
レ
ン
ジ
ャ
ー
の
責
任
」

銀
法
七
一
八
号
（
二
〇
一
〇
年
）
四
頁
、
近
江
幸
治
「
シ
ン
ジ
ケ
ー
ト
ロ
ー
ン
に
よ
る
融
資
を
受
け
た
借
入
人
が
経
営
破
綻
し
て
融
資
金
の
返
済
が

不
能
と
な
っ
た
場
合
に
お
い
て
当
該
シ
ン
ジ
ケ
ー
ト
ロ
ー
ン
の
ア
レ
ン
ジ
ャ
ー
が
そ
の
招
聘
に
応
じ
て
シ
ン
ジ
ケ
ー
ト
ロ
ー
ン
を
組
成
し
た
貸
付
人

に
対
し
て
損
害
賠
償
責
任
を
負
わ
な
い
と
さ
れ
た
事
例
」
判
時
二
一
一
四
号
（
二
〇
一
一
年
）
一
七
〇
頁
、
森
下
哲
朗
「
シ
ン
ジ
ケ
ー
ト
・
ロ
ー
ン

に
お
け
る
ア
レ
ン
ジ
ャ
ー
の
責
任
に
関
す
る
裁
判
例＜

金
融
商
事
の
目＞

」
金
判
一
三
四
〇
号
（
二
〇
一
〇
年
）
一
頁
、
が
あ
る
。

（
8
） 

東
京
地
判
平
成
二
五
年
一
一
月
二
六
日
を
評
釈
す
る
も
の
と
し
て
、
栗
原
由
紀
子
「
シ
ン
ジ
ケ
ー
ト
ロ
ー
ン
に
お
け
る
借
入
人
詐
欺
と
ア
レ
ン

ジ
ャ
ー
・
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
の
責
任
」
青
森
法
政
論
叢
一
五
号
（
二
〇
一
四
年
）
一
一
二
頁
、
拙
稿
「
シ
ン
ジ
ケ
ー
ト
ロ
ー
ン
に
お
け
る
主
幹
事
銀
行

の
情
報
提
供
義
務
違
反
の
成
否
」
税
務
事
例
四
七
巻
三
号
（
二
〇
一
五
年
）
七
八
頁
が
あ
る
。

（
9
） 

長
谷
川
貞
之
『
担
保
権
信
託
の
法
理
』（
勁
草
書
房
、
二
〇
一
一
年
）
一
六
七
頁
（
注
82
）
は
、
ア
レ
ン
ジ
ャ
ー
自
身
も
貸
付
人
で
あ
る
場
合

に
は
、
単
に
借
入
人
を
委
任
者
と
す
る
委
任
契
約
の
受
任
者
と
い
う
よ
り
組
合
の
業
務
執
行
組
合
員
に
近
い
と
も
い
え
る
、
と
す
る
。

（
10
） 

日
本
ロ
ー
ン
債
権
市
場
協
会
・
前
掲
注
（
4
）
四
頁
。

（
11
） 

近
江
・
前
掲
注
（
7
）
一
七
三
頁
。

（
12
） 

大
西
邦
弘
「
シ
ン
ジ
ケ
ー
ト
ロ
ー
ン
に
お
け
る
参
加
金
融
機
関
相
互
の
法
律
関
係
│
契
約
／
信
認
／
不
法
行
為
│
」
金
法
一
七
七
三
号
二
三
頁
。

（
13
） 

吉
田
・
前
掲
注
（
6
）
六
九
頁
。

（
14
） 

大
垣
・
前
掲
注
（
6
）
五
九
頁
。
ま
た
、
か
か
る
見
解
に
対
す
る
ア
レ
ン
ジ
ャ
ー
の
多
く
が
自
ら
も
貸
付
を
行
う
の
で
通
常
の
媒
介
の
よ
う
に

一
九
二



イ
ギ
リ
ス
法
に
お
け
る
シ
ン
ジ
ケ
ー
ト
・
ロ
ー
ン
（
鬼
頭
）

（
八
七
一
）

中
立
的
な
第
三
者
で
な
い
と
の
指
摘
に
対
し
、「
も
し
ア
レ
ン
ジ
ャ
ー
が
自
ら
も
貸
手
と
し
て
他
の
参
加
人
も
含
め
た
参
加
候
補
者
の
代
表
と
し
て

借
入
人
と
交
渉
す
る
と
い
う
『
中
立
的
で
な
い
』
立
場
に
あ
る
と
い
う
な
ら
、
む
し
ろ
シ
ン
ジ
ケ
ー
シ
ョ
ン
組
成
に
向
け
た
合
手
的
な
合
意
（
一
種

の
組
合
契
約
）
が
認
め
ら
れ
、
借
入
人
と
の
関
係
で
は
一
種
の
双
方
代
理
と
な
っ
て
い
る
と
す
ら
考
え
る
余
地
が
あ
る
」
と
す
る
。
さ
ら
に
、
同

『
金
融
と
法　

企
業
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
入
門
』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
〇
年
）
三
八
四
頁
は
、
貸
付
債
権
を
準
合
有
（
民
六
六
八
条
、
六
七
六
条
）
し
て
い

る
と
ま
で
は
い
え
な
い
に
し
て
も
、
貸
付
人
間
に
一
種
の
組
合
契
約
（
同
六
六
七
条
）
的
関
係
が
存
在
し
て
い
る
、
と
す
る
。

（
15
） 

大
西
・
前
掲
注
（
12
）
二
三
頁
。

（
16
） 

北
居
功
「
シ
ン
ジ
ケ
ー
ト
・
ロ
ー
ン
に
お
け
る
ア
レ
ン
ジ
ャ
ー
と
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
の
免
責
」
ジ
ュ
リ
一
四
七
一
号
（
二
〇
一
四
年
）
三
三
頁
。

（
17
） 

本
文
に
述
べ
た
見
解
の
ほ
か
、
牛
嶋
將
二
ほ
か
「＜

座
談
会＞

シ
ン
ジ
ケ
ー
ト
ロ
ー
ン
実
務
の
法
的
側
面
」
金
法
一
五
九
一
号
（
二
〇
〇
〇

年
）
三
〇
頁
﹇
棚
橋
元
発
言
﹈
は
、
黙
示
の
委
任
契
約
の
成
立
を
認
定
す
る
可
能
性
を
指
摘
す
る
。

（
18
） 

日
本
ロ
ー
ン
債
権
市
場
協
会
・
前
掲
注
（
4
）
四
頁
。

（
19
） 

森
下
・
前
掲
注
（
6
）
一
三
頁
（
注
14
）、
同
・
前
掲
注
（
5
）
一
四
頁
で
は
、
故
意
・
重
過
失
は
民
法
七
〇
九
条
で
い
う
不
法
行
為
の
要
件

を
指
す
も
の
で
は
な
く
、
ア
レ
ン
ジ
ャ
ー
は
重
要
な
情
報
で
あ
る
と
知
り
な
が
ら
（
故
意
）、
当
然
知
る
べ
き
で
あ
る
状
態
に
あ
り
な
が
ら
（
重
過

失
）、
当
該
情
報
を
参
加
金
融
機
関
に
伝
え
な
い
ま
ま
、
シ
ン
ジ
ケ
ー
ト
・
ロ
ー
ン
の
組
成
を
進
め
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
注
意
義
務
を
信
義
則
上

負
い
、
そ
う
し
た
注
意
義
務
に
反
し
た
場
合
に
は
、
不
法
行
為
責
任
を
負
う
、
と
い
う
か
た
ち
で
説
明
さ
れ
る
べ
き
も
の
、
と
す
る
。

他
方
、
不
作
為
に
よ
る
作
為
義
務
違
反
の
類
型
で
は
、
作
為
義
務
の
発
生
そ
の
も
の
に
つ
い
て
、
そ
の
よ
う
な
フ
ァ
ク
タ
ー
を
総
合
考
慮
し
た
う

え
で
判
断
す
べ
き
と
し
、
契
約
締
結
の
可
否
に
関
す
る
判
断
に
影
響
を
及
ぼ
す
重
要
な
事
実
を
知
り
ま
た
は
知
る
べ
き
状
態
に
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、

情
報
提
供
義
務
が
発
生
す
る
と
解
す
べ
き
と
し
た
う
え
で
、
軽
過
失
に
よ
っ
て
義
務
違
反
を
し
た
場
合
に
免
責
さ
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
の
指
摘

も
な
さ
れ
て
い
る
（
髙
部
眞
規
子
「
ア
レ
ン
ジ
ャ
ー
の
シ
ン
ジ
ケ
ー
ト
ロ
ー
ン
参
加
金
融
機
関
に
対
す
る
情
報
提
供
義
務
（
下
）」
金
法
一
九
三
五

号
（
二
〇
一
一
年
）
九
四
頁
）。

（
20
） 

道
垣
内
弘
人
「
ア
レ
ン
ジ
ャ
ー
、
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
の
法
的
責
任
（
1
）」
ジ
ュ
リ
一
三
六
八
号
（
二
〇
〇
八
年
）
九
九
頁
は
、
イ
ン
フ
ォ
メ
ー

シ
ョ
ン
・
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム
の
交
付
時
に
お
い
て
、
内
容
の
正
確
性
に
つ
い
て
は
各
銀
行
が
自
分
で
責
任
を
負
っ
て
調
査
す
る
、
と
い
う
約
定
が
取
り

一
九
三



（
八
七
二
）

日
本
法
学　

第
八
十
一
巻
第
四
号
（
二
〇
一
六
年
二
月
）

交
わ
さ
れ
る
こ
と
が
通
常
で
あ
る
よ
う
だ
が
、
現
実
に
は
、
銀
行
と
い
え
ど
も
、
特
に
国
際
的
な
貸
付
け
に
際
し
て
は
調
査
能
力
の
差
が
著
し
い
こ

と
に
鑑
み
る
と
、
小
規
模
な
銀
行
も
プ
ロ
と
し
て
完
全
な
自
己
責
任
を
負
う
と
す
る
の
も
妥
当
で
な
い
場
合
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
、
と
す
る
。

（
21
） 
拙
稿
・
前
掲
注
（
6
）
八
一
頁
。

（
22
） 
利
益
相
反
関
係
を
潜
在
的
に
発
生
さ
せ
る
シ
・
ロ
ー
ン
に
対
す
る
現
状
の
規
制
を
今
後
の
検
討
課
題
と
し
て
指
摘
す
る
も
の
に
、
松
嶋
隆
弘

「
判
批
」
税
務
事
例
四
七
巻
二
号
（
二
〇
一
五
年
）
六
一
頁
が
あ
る
。
ま
た
、
ア
レ
ン
ジ
ャ
ー
が
参
加
金
融
機
関
と
利
益
相
反
的
状
況
が
生
ず
る
場

面
が
あ
る
こ
と
を
認
め
る
も
の
と
し
て
、
小
塚
・
前
掲
注
（
6
）
二
九
頁
、
小
出
篤
「
シ
ン
ジ
ケ
ー
ト
ロ
ー
ン
・
社
債
管
理
者
業
務
に
関
す
る
利
益

相
反
問
題
」
金
法
一
九
二
七
号
（
二
〇
一
一
年
）
六
一
頁
が
あ
る
。

他
方
、
ア
レ
ン
ジ
ャ
ー
が
借
入
人
か
ら
委
任
を
受
け
て
シ
・
ロ
ー
ン
の
組
成
に
尽
力
す
べ
き
立
場
に
あ
り
、
自
己
責
任
で
参
加
の
可
否
を
決
定
す

べ
き
立
場
に
あ
る
参
加
金
融
機
関
の
利
益
に
ど
の
よ
う
に
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
不
明
で
あ
る
と
し
て
、
ア
レ
ン
ジ
ャ
ー
の
参
加
金
融
機
関

に
対
す
る
情
報
提
供
義
務
を
考
え
る
う
え
で
、
利
益
相
反
と
い
う
視
点
を
持
ち
込
む
必
要
は
な
い
と
す
る
見
解
と
し
て
、
森
下
・
前
掲
注
（
5
）

二
一
頁
、
ア
レ
ン
ジ
ャ
ー
の
借
入
人
と
の
利
益
相
反
問
題
は
、
結
局
、
委
任
の
本
旨
に
照
ら
し
、
ア
レ
ン
ジ
ャ
ー
の
行
為
が
借
入
人
に
対
す
る
善
管

注
意
義
務
を
尽
く
し
た
か
と
い
う
問
題
に
帰
着
す
る
と
す
る
見
解
と
し
て
、
田
澤
元
章
「
ア
レ
ン
ジ
ャ
ー
の
利
益
相
反
行
為
」
ジ
ュ
リ
一
四
七
一
号

（
二
〇
一
四
年
）
三
九
頁
が
あ
る
。

（
23
） A

G
A
S
H
A M

U
G
A
S
H
A, T

H
E L

A
W
 O
F M

U
L
T
I-B

A
N
K F

IN
A
N
C
IN
G: S
yndicated L

oans and the S
econdary L

oan M
arket, 137 (2007).

（
24
） L

eo C
larke &

 S
tanley F

. F
arrar, R

igh
ts an

d
 D

u
ties of M

an
agin

g an
d

 A
gen

t B
an

ks in
 S

yn
d

icated
 L

oan
s to G

overn
m

en
t 

B
orrow

ers, 1982 U
. I L

L. L
. R
E
V. 229, 233-234 (1982).

（
25
） A

G
A
S
H
A M

U
G
A
S
H
A, su

pra note 23, 137.

（
26
） 

Id
. at 157.

（
27
） 

Id
. at 137.

（
28
） U

B
A
F
 L
td. v. E

uropean A
m
erican B

anking C
orporation ([1984] Q

.B
. 713).

（
29
） S

um
itom
o B
ank L

td v. B
anque B

ruxelles L
am
bert S

A
 ([1997] 1 L

loyd’s R
ep. 487).

一
九
四



イ
ギ
リ
ス
法
に
お
け
る
シ
ン
ジ
ケ
ー
ト
・
ロ
ー
ン
（
鬼
頭
）

（
八
七
三
）

（
30
） IF

E
 F
und S

A
 v. G

oldm
an S

achs International ([2007] E
W
C
A
 C
iv 811).
（
31
） R

aiff eisen Z
entralebank Ö

sterreich A
G
 v. R

oyal B
ank of S

cotland plc ([2010] E
W
H
C
 1392 (C

om
m
)).

（
32
） 
た
と
え
ば
、E

L
L
IN
G
E
R L

O
M
N
IC
K
A &
 H
O
O
L
E
Y, E

L
L
IN
G
E
R’S M

O
D
E
R
N B

A
N
K
IN
G L

A
W
, 787 (5th ed. 2011) ; A

G
A
S
H
A M

U
G
A
S
H
A, su

pra 

note 23, 137.

A
L
A
S
T
A
IR H

U
D
S
O
N, T

H
E L

A
W
 O
F F

IN
A
N
C
E, 1005 (2d ed. 2013)

は
、
ア
レ
ン
ジ
ャ
ー
が
、
シ
・
ロ
ー
ン
の
参
加
者
を
探
し
出
す
こ
と
に
よ
り
、

株
式
発
行
に
お
け
る
プ
ロ
モ
ー
タ
ー
（prom

oter

）
と
同
等
の
役
割
を
果
た
す
、
と
し
て
い
る
。
ま
た
、C

H
A
R
L
E
S P

R
O
C
T
O
R, T

H
E L

A
W
 A
N
D 

P
R
A
C
T
IC
E O

F IN
T
E
R
N
A
T
IO
N
A
L B

A
N
K
IN
G, 419 (2d ed. 2015)

は
、
ア
レ
ン
ジ
ャ
ー
が
市
場
か
ら
他
の
参
加
金
融
機
関
を
探
し
出
す
点
を
と
ら
え
、

融
資
に
関
す
る
セ
ー
ル
ス
マ
ン
（salesm

an

）
と
し
て
い
る
。

な
お
、
シ
・
ロ
ー
ン
契
約
を
組
合
契
約
で
あ
る
か
否
か
と
い
う
議
論
も
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
な
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
シ
・
ロ
ー
ン
契
約
を
組
合

契
約
で
あ
る
と
す
る
主
張
は
見
受
け
ら
れ
な
い
（J

O
A
N
N
A B

E
N
JA
M
IN, su

pra note 2, 162 ; R
O
S
S C

R
A
N
S
T
O
N, P

R
IN
C
IP
L
E
S O
F B

A
N
K
IN
G L

A
W
, 

57 (2009).

）。

（
33
） L

M
A
. M
T
R
.03. S

ee, C
H
A
R
L
E
S P

R
O
C
T
O
R, su

pra note 32, 422.

（
34
） E

L
L
IN
G
E
R L

O
M
N
IC
K
A &
 H
O
O
L
E
Y, su

pra note 32, 783 ; A
G
A
S
H
A M

U
G
A
S
H
A, su

pra note 23, 144.

（
35
） P

A
R
K
E
R H

O
O
D, P

R
IN
C
IP
L
E
S O
F L

E
N
D
E
R L

IA
B
IL
IT
Y, 266 (2012).

本
稿
は
、
科
学
研
究
費
基
盤
研
究
（
ｃ
）（
課
題
番
号20380131
）
の
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

一
九
五
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